
 
 
空港土木工事共通仕様書（平成 23 年 4 月）正誤表 

 

誤（Ｈ２３．４） 正 
現行 
ページ

備   考 

付録－４ 空港工事の留意点 
Ⅱ．空港工事に関する諸規程 
３．航空保安業務処理規程 

① 第４ 航務業務処理規程 

 
Ⅲ．空港工事に伴う諸手続 
２．航空情報発行手続 

 空港工事の実施に伴い運航制限が必要となる場合には、航空法第99条の規定により、ノータム

などの航空情報が発行される。 

 航空情報の発行手続は、航空保安業務処理規程第４航務業務処理規程にしたがわなければなら

ない。 

 

付録－４ 空港工事の留意点 
Ⅱ．空港工事に関する諸規程 
３．航空保安業務処理規程 

① 第４ 運航情報業務処理規程 

 
Ⅲ．空港工事に伴う諸手続 
２．航空情報発行手続 

 空港工事の実施に伴い運航制限が必要となる場合には、航空法第99条の規定により、ノータム

などの航空情報が発行される。 

 航空情報の発行手続は、航空保安業務処理規程第４運航情報業務処理規程にしたがわなければ

ならない。 
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字句の訂正 
 
 
 
 
 

字句の訂正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


